
1 

 

 

 

 

 

 

ふぁ～みんケアプランセンター 
居宅介護支援事業所 

 

 

 

 

           様 

 

 

 

 

 

 

契約書類 

（重要事項説明書・契約書・個人情報使用同意書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 稲穂会 
令和 7年 10月 改訂 



2 

 

重要事項説明書 
 

当事業所は、介護保険の指定を受けています。 

 

【高砂市 指定 第 ２８７２１０１４１１ 号】 

 

当事業所は、利用者に対し指定居宅介護支援事業を提供します。事業所の概要や提供

されるサービスの内容、契約上ご注意していただきたい事を次の通り説明します。 

 

１．事業所の概要 

事業所名 ふぁ～みんケアプランセンター 

所在地 高砂市阿弥陀町阿弥陀 1146 

連絡先 
TEL：０７９－４４７－０６６０ 

FAX：０７９－４４１－７４７５ 

緊急時の連絡先 TEL：０７９－４４７－０６６０ 

（※２４時間体制にて転送で受付） 

管理者 大西 正典 

営業日 
月曜日～金曜日 ８：３０～１７：３０ 

（土曜・日曜・祝日・年末年始１２／３１～１／３は除く） 

サービス提供区域 加古川市・高砂市 

 

２．当事業所の法人概要 

法人名 社会福祉法人 稲穂会 

所在地 加古川市加古川町寺家町６２１ 

連絡先 
TEL：０７９－４５１－８５５０ 

FAX：０７９－４５１－８５６０ 

代表者氏名 理事長  野村 隆幸 

設立年月日 平成１２年２月１８日 

 

３．事業の目的・運営方針 

事業目的  この事業は、ふぁ～みんケアプランセンター（以下「事業

所」という）が、地域住民に良質且つ適切な介護サービスを

提供することにより、利用者ならびにその家族が安心して生

活できる地域社会づくりをすすめることを目的とする。 

運営方針 １．この事業は、地域住民が要介護状態になった場合、可能

な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日

常生活を営むことができるよう、適切なサービスを総合的か

つ効率的に提供し、本人の身体機能の維持ならびに家族の身

体的・精神的負担の軽減を図る。 

２．この事業は、利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場

に立ったサービスを公平かつ中立に実施する。 

３．この事業は、地域福祉の向上のため、行政機関・地域包

括支援センター・他の居宅サービス事業者・その他保健，医

療，福祉機関と密接に連携する。 
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４．職員の状況 

 管理者 兼 主任介護支援専門員１人 介護支援専門員 ２人以上 

 

５．提供する居宅介護支援サービスの内容 

内容 提供方法 
保険

適用 

居宅サービス

計画の作成 

１．利用者の居宅を訪問し、利用者や家族と面談して情報

を収集し、解決すべき問題を把握します。 

２．自宅周辺地域における居宅サービス事業者が実施して

いるサービス内容、利用料金等の情報を適正に利用者や家

族に提供し、利用料等の情報を適性に利用者や家族に提供

し、利用者にサービスの選択を求めます。 

３．提供するサービスが目指す目標、目標の達成時期、サー

ビスを提供する上での留意点などを盛り込んだ居宅サービ

ス計画の原案を作成します。 

４．居宅サービス計画の原案に位置付けた指定サービス等

について、保険給付の対象となるサービスと対象とならな

いサービス(自己負担)を区分し、それぞれ種類、内容、利用

料等を利用者やその家族に説明し、意見を伺います。 

５．居宅サービス計画の原案は、利用者やその家族と協議

した上で、必要があれば変更を行い利用者から文書による

同意を得ます。 

６．居宅サービス計画に位置付けるサービス事業所につい

て、複数事業所を紹介し、その事業所の選定理由について

の説明をします。 

７．医療機関等へ入院する必要が生じた場合には、担当の

介護支援専門員の氏名等を当該医療機関へ提供するよう 

依頼します。 

〇 

居宅サービス

事業者等との

連絡調整・便

宜の提供 

１．居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供され

るよう居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。 

２．利用者が介護保険施設へ入院又は入所を希望した場合 

利用者に介護保険施設の紹介その他の支援を行います。 

〇 

サービス実施 

状況の把握・

居宅サービス

計画等の評価 

１．利用者及びその家族と毎月連絡をとり、サービスの実

施状況の把握に努めます。 

２．利用者の状況について定期的に再評価を行い、利用者 

の申し出により又は状態の変化等に応じて居宅サービス計

画の評価、変更等を行います。 

〇 

給付管理 

居宅サービス計画の作成後、その内容に基づいてサービス

利用票・提供票による給付管理を行うとともに、毎月の給

付管理票を作成し、兵庫県国民健康保健団体連合会に提出

します。 

〇 

相談・説明・医

療との連携 

主治医への連絡 

介護保険や介護に関することは、幅広くご相談に応じます

ケアプランの作成時（又は変更時）やサービスの利用時に

必要な場合は、利用者の同意を得たうえで、関連する医療

機関や利用者の主治医との連携を図ります。 

〇 
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財産管理・権

利擁護等への

対応 

利用者がサービスを利用する際、所有する財産の管理や権

利擁護について問題が発生し、第三者の援助が必要な場合

利用者の依頼に基づき、関連機関へ連絡を行います。 
－ 

居宅サービス

計画の変更 

利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合又は事業

者が居宅サービスの変更が必要と判断した場合には、利用

者の意見を尊重して合意のうえ、居宅サービスの変更を行

います。 

〇 

要介護認定等

にかかる申請

の援助 

利用者の意思を踏まえ、要介護認定等の申請に必要な協力

を行います。 

利用者の要介護認定有効期間満了の６０日前には、要介護

認定の更新申請に必要な協力を行います。 

〇 

サービス提供

記録の閲覧交

付 

利用者は、サービス提供の実施記録を閲覧し、複写物の交

付を受けることが出来ます。（ただし、別紙に記載するコピ

ー代等の実費を請求する場合があります。） 

利用者は、契約終了の際には事業者に請求して直近の居宅

サービス計画及びその実施状況に関する書面の交付を受け

ることができます。 

〇 

介護支援専門

員の変更 

介護支援専門員の変更を希望する場合は、相談窓口の担当

者までご連絡下さい。 〇 

訪問回数の目安 
介護支援専門員は、少なくとも月１回は利用者の居宅を訪

問し状況の把握等を行います。 〇 

 

６．サービスの利用料及び利用者負担 

 ＜料金＞居宅介護支援（居宅サービス計画の作成・変更、事業者との連絡調整、相

談説明等）については、原則として利用者の負担はございません。【別紙１参照】 

 

＊介護保険適用の場合でも、利用者に保険料の滞納等がある場合には、一旦１ヶ月あ

たりについて、介護保険法で定める居宅介護支援費をお支払い頂き、当事業所から

サービス提供証明書を発行いたします。（サービス提供証明書を各市区町村役場の

窓口に提出しますと、後日払い戻しとなる場合があります。また、滞納期間によっ

ては全額が利用者の負担となる場合もあります。） 

 

＜その他の費用＞ 

内 容 金 額 説 明 

交通費 

（駐車料を含む実費） 
実費相当分 

サービス提供実施地域以外の地域に訪問出

張する場合には、実費相当の交通費が必要

となります。 

１ｋｍ＝５０円・駐車料は実費 

申請代行料 無料 
要介護認定の申請代行にかかる費用につい

ては無料です。 

サービス提供実施記録 

コピー等代金 

コピー料金 

実費相当分 

サービス提供の実施記録を利用者に交付す

る場合、印刷料金等の実費負担が必要とな

ります。 

Ａ４用紙１枚の印刷代＝２０円 

 



5 

 

７．紹介事業所の集中割合について 

 当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与

の利用状況は別紙のとおりです。【別紙参照】 

 

８．契約の終了と自動更新について 

 契約の有効期間については、要介護認定の有効期間の満了日で一旦終了することと

なります。ただし、有効期間の満了７日前までに、利用者から契約を終了する旨の申

し出がない場合、この契約は次の要介護認定の有効期間まで、自動的に更新されます。 

 

９．契約期間途中での解約の場合 

 この契約は、契約期間中であっても、利用者の方から解約を希望する７日前までに

申し出いただければ解約する事ができます。 

・利用者において緊急入院等の正当な理由がある場合、解約料は必要ありません。 

・解約の場合は、次の事業所への引継ぎなど、利用者が保険やサービスを滞りなく利

用していただくための手続きが必要ですので、月末以外の解約や引継ぎ事業者との

契約開始日にはご注意下さい。 

 

１０．虐待の防止について 

 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次

に掲げる通り必要な措置を講じます。 

（１）虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当 担当者氏名：大西 正典 

（２）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について

従業者に周知徹底を図っています。 

（３）虐待防止のための指針の整備をしています。 

（４）従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

（５）サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（家族・親族・同居人等）に

よる虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報

します。 

 

１１．身体拘束について 

 事業者は、原則として利用者に身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそ

れがある場合など、利用者または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えら

れる場合は、利用者に説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して必要最小限

の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様

等についての記録を行います。また事業者として、身体拘束を無くしていくための取

り組みを積極的に行います。 

（１）緊急性……直ちに身体拘束を行わなければ、利用者または他人の生命・身体に

危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

（２）非代替性……身体拘束以外に、利用者または他人の生命・身体に対して危険が

及ぶことを防止することが出来ない場合に限ります。 

（３）一時性……利用者または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが無くなっ

た場合は、直ちに身体拘束を解きます。 
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１２．衛生管理等 

 事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように、次に掲げる措置を講

じます。 

（１）事業所における感染症予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

を概ね６月に１回以上開催するとともに、その内容は従業者に周知徹底してい

ます。 

（２）事業所における感染症予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

（３）従業者に対し、感染症予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実

施します。 

 

１３．業務継続計画の策定等について 

（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供

を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計

画（業務改善計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じま

す。 

（２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施します。 

（３）定期的に業務継続計画の見直し、必要に応じて変更を行います。 

 

１４．反社会的勢力の排除 

この契約は、利用者又は代理人が次のいずれにも該当しない場合に利用をすること

ができ、次の（１）～（４）に該当する場合事業所は、このサービス利用をお断りす

るものとします。また、契約締結後に同項目への該当が判明した場合、事業所はサー

ビスの提供を停止し解約の通知をすることにより、この契約を解約することができる

ものとします。 

（１）暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者も含みま

す）、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、その他反社会的勢力に該当

すると認められること。 

（２）反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をして

いると認められること。 

（３）反社会的勢力を不当に利用していると認められること。 

（４）その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる

こと。 

 

１５．秘密の保持 

 事業所は、利用者にサービスを提供するうえで知り得た情報は、契約期間中はもと

より、契約終了後においても、決して第三者に漏らすことはありません。 

 また、利用者やその家族に関する個人情報が含まれる記録物に関しては、善良な管

理者の注意をもって管理を行い、処分の際にも漏洩の防止に努めます。 

 ただし、事業所がサービスを提供する際に利用者やご家族に関して、知り得た情報

については、サービス担当者会議などサービスの利用調整を行う際に必要となります。

この場合、利用者の同意を得たうえで個人情報を使用します。 

 

１６．緊急時の対応方法 

 サービス提供中に容態の急変等があった場合には、主治医、救急隊、親族等へ、直
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ちに連絡を致します。 

 

１７．損害賠償について 

 事業者の責任により利用者に生じた損害につきましては、事業者は速やかにその損

害を賠償いたします。ただし、その損害の発生について、利用者に故意または過失が

認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を配慮して、相当と認められる場

合には、事業者の損害倍償責任を減じる場合があります。 

 

１８．苦情の受付について 

 ○当事業所苦情受付窓口   管理者   大西 正典 

ＴＥＬ  ０７９－４４７－０６６０ 

ＦＡＸ  ０７９－４４１－７４７５ 

 

○行政機関その他苦情受付機関 

国民健康保険団体連合会   連絡先  ０７８－３３２－５６１７ 

介護サービス苦情相談窓口 受付時間 月曜～金曜 ８：４５～１７：１５ 

 

  兵庫県加古川健康福祉事務所 連絡先  ０７９－４２１－９１０８ 

福祉監査指導課 受付時間 月曜～金曜 ９：００～１７：１５ 

 

  高砂市市民部        連絡先  ０７９－４４３－９０６３ 

保険年金室介護保険課  受付時間 月曜～金曜 ８：４５～１７：００ 

 

 

  加古川市法人指導係     連絡先  ０７９－４２７－９１２３ 

              受付時間 月曜～金曜 ８：３０～１７：１５ 

 

  高砂市地域包括支援センター 連絡先  ０７９－４４３－３７２３ 

     受付時間 月曜～金曜 ８：３０～１７：１５ 

 

  高砂市地域包括支援センター 連絡先  ０７９－４５１－６４７５ 

いほ相談室       受付時間 月曜～金曜 ８：３０～１７：１５ 

      

  加古川市地域包括支援センター 受付時間 月曜～金曜 ８：３０～１７：１５ 

  地域包括支援センターかこがわ 連絡先  ０７９－４２９－６５１０ 

  地域包括支援センターのぐち  連絡先  ０７９－４２６－８２１８ 

  地域包括支援センターひらおか 連絡先  ０７９－４５１－０４０５ 

  地域包括支援センターかこがわ南  連絡先  ０７９－４３５－４４６８ 

  地域包括支援センターかこがわ北  連絡先  ０７９－４３０－５５６０ 

  地域包括支援センターかこがわ西  連絡先  ０７９－４５２－２０９７ 

その他、連絡先についてはお手持ちの介護保険者証等でご確認ください。 

 

１９．要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項の説明 

 利用者が要介護認定申請後、認定結果がでるまでの間、利用者自身の依頼に基づい

て介護保険による適切な介護サービスの提供を受けるために、暫定的な居宅サービス
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計画の作成によりサービス提供を行う際の説明を行います。 

（１）提供する居宅介護支援サービスについて 

 ①利用者が要介護認定までに、居宅サービスの提供を希望される場合には、居宅サ

ービス計画を作成し、利用者にとって必要な居宅サービス提供のための支援を行

います。 

 ②居宅サービス計画の作成にあたっては、計画の内容が利用者の認定申請の結果を

上回る過剰な居宅サービスを位置付けることのないよう配慮します。 

 ③作成した居宅サービス計画については、要介護認定後に利用者等の意向を踏まえ、

適切な見直しを行います。 

（２）要介護認定後の契約の継続について 

 ①要介護認定後、利用者に対してこの契約の継続について意思確認を行います。 

  このとき、利用者から当事業所に対してこの契約を解約する旨の申し入れがあっ

た場合には、契約は終了し、解約料はいただきません。また、利用者から解約の

申し入れがない場合には、契約は継続します。 

（３）注意事項 

① 要介護認定が不明なため、利用者は以下の点にご注意いただく必要がありま

す。 

・要介護認定の結果、自立（非該当）となった場合、要介護認定前に提出された

居宅サービスに関する利用料は、原則、利用者にご負担頂くこととなります。 

・要介護認定の結果、認定前に提出されたサービスの内容が、認定後の区分支給

限度額を上回った場合には、保険給付とならないサービスが生じる可能性があ

ります。この場合、保険給付されないサービスにかかる費用の全額を利用者に

おいてご負担いただくこととなります。 
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居宅介護支援契約書 
 

 「        」（以下､「利用者」といいます。）とふぁ～みんケアプランセン

ター（以下、「事業者」といいます。）は、事業者が利用者に対して行う居宅介護支援

について次のとおり契約します。 

 

第１条（契約の目的） 

  事業者は、介護保険に関する法令の趣旨に従い、公正中立な立場から、利用者が

可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるよう居宅サービス計画を作成するとともに、指定居宅サービス等の提供が確保 

 されるようサービス提供事業者との連絡調整その他便宜の提供を図ります。 

 

第２条（契約期間） 

（１）この契約の有効期間は、令和  年  月  日から利用者の要介護認定の有

効期間が満了する日までとします。 

（２）契約期間の満了の７日前までに、利用者から契約終了の申出がない場合には、  

この契約は、次の要介護認定の有効期間が満了する日まで自動更新することと

します。 

 

第３条（介護支援専門員） 

  事業者は、介護保険法に定める介護支援専門員を利用者への居宅介護支援サービ 

 スの担当者として任命し、その選定または交代を行った場合は、利用者にその氏名 

 を通知します。 

 

第４条（居宅サービス計画の作成等） 

  事業者は次に定める事項を介護支援専門員に担当させ、利用者が居宅サービスを 

 適切に利用することができるように、利用者の依頼を受け、利用者の心身の状況、 

 置かれている環境並びに利用者及び利用者の家族の希望等を勘案し、居宅サービス 

 計画の作成等を行います。 

（１）居宅サービス計画の作成 

（２）居宅サービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供 

（３）サービスの実施状況の把握及び居宅サービス計画等の評価 

（４）給付管理 

（５）介護サービス等に関する相談・説明 

（６）居宅サービス計画に位置付けるサービス事業所について、複数事業所を紹介    

し、その事業所の選定理由についての説明 

（７）医療機関等へ入院する必要が生じた場合には、担当の介護支援専門員の    

氏名等を当該医療機関へ提供するよう依頼 

（８）その他【別紙１】に掲げる事項 

 

第５条（居宅サービス計画の変更） 

  事業者が居宅サービス計画の変更を必要と判断した場合または、利用者が居宅サ 

 ービス計画の変更を希望した場合には、事業者は、利用者の意見を尊重すると共に、

事業者と利用者の双方の合意をもって居宅サービス計画を変更することとします。 
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第６条（要介護認定等にかかる申請の援助） 

  事業者は、利用者の意思を踏まえ、要介護認定等の申請に必要な協力を行います。 

 

第７条（サービス提供の実施記録等） 

（１）事業者は、居宅介護支援の提供に関する記録を作成することとし、これをこの

契約終了後５年間保管します。 

（２）利用者は、前項の記録を閲覧する事ができるとともに、その複写物の交付を受  

けることができます。 

（３）事業者は、この契約の終了に伴い、利用者から申出があった場合には、直近の  

居宅サービス計画及びその実施状況に関する書面を作成し利用者に交付しま

す。 

 

第８条（料金） 

  この契約書に基づき、事業者が提供する居宅介護支援等に関する料金は【別紙１】

のとおりです。 

 

第９条（契約の終了） 

（１）利用者は、事業者に対して、この契約の解約を希望する日の７日前までに解約

を申し入れることにより、利用者が希望する日をもってこの契約を解約すること

ができます。 

（２）利用者は、前項の規定にかかわらず、この契約を継続しがたい正当な理由があ

る場合には、直ちにこの契約を解約することができます。 

（３）事業者は、やむを得ない事情がある場合には、利用者に対して、契約終了日の

１ヶ月前までに理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約するこ

とができます。この場合、事業者は当該地域の他の指定居宅介護支援事業者に関

する情報を利用者に提供します。 

（４）事業者は、利用者またはその家族等が介護支援専門員等に対し、契約継続しが

たいほどの背信行為を行った場合または利用者・代理人が、次のいずれかに該当

した場合、文書で通知することにより直ちにこの契約を解約することができます。 

①暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者も含みます）、

暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、その他の反社会的勢力に該当する

と認められること。 

②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしてい

ると認められること。 

③反社会的勢力を不当に利用していると認められること。 

④その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる

こと。 

（５）次の各号のいずれかに該当した場合には、この契約は、当該各号に掲げる場合 

  の区分に応じそれぞれ当該各号に定める日をもって自動的に終了します。 

 ①利用者が介護保険施設に入所し、または入院した場合 

  【当該入所、または入院した日】 

②利用者の要介護認定区分が自立（非該当）・要支援と認定された場合 

  この契約の有効期間の満了日（当該自立（非該当）の認定が直前の要介護     

認定にかかるこの契約の有効期間の満了日後に行われた場合にあっては、  

【当該自立と認定された日】 
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 ③利用者が死亡し、または身体障害者療護施設へ入所する等介護保険の被保     

険者としての資格を喪失した場合。【当該資格を喪失した日】 

（６）事業者は、この契約の終了に伴い利用者が希望する場合には、利用者が指定す  

る事業者等への関係記録（複写）の引継ぎ、介護保険外サービスの利用にかかる

市町村への連絡等の連絡調整を行うものとします。 

 

第１０条（秘密保持） 

（１）事業者、介護支援専門員及び事業者の使用する者は、サービスを提供するうえ  

で知り得た利用者及びその家族に関する秘密について、利用者や第三者の生命、  

身体等に危険がある場合などの正当な理由なく第三者に漏らしません。この守

秘義務は契約終了後も同様です。 

（２）事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会  

議等において、利用者の個人情報を用いません。 

（３）事業者は、利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担  

当者会議等において、当該家族の個人情報を用いません。 

 

第１１条（賠償責任） 

  事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により利用者 

の生命、身体または財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。 

 

第１２条（苦情対応） 

（１）事業者は、提供した居宅介護支援に苦情がある場合または事業者が作成した居  

宅サービス計画に基づいて提供された居宅サービスに関する苦情の申し立て

及び相談があった場合には、迅速かつ誠実に対応を行います。 

（２）事業者は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにします。 

 

第１３条（身分証携行義務） 

  介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者またはその家族 

から提示を求められたときは、いつでも身分証を提示します。 

 

第１４条（信義誠実の原則） 

（１）利用者と事業者は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。 

（２）この契約に定めのない事項については、介護保険に関する法令その他諸法令の  

定めるところを遵守し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。 

 

第１５条（裁判管轄） 

  利用者と事業者は、この契約に関して、訴訟の必要が生じた場合には、利用者の 

住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることをあらかじめ合意します。 
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【別紙１】 

（１）第４条に規定するその他のサービス内容について 

①事業者は、居宅サービス計画の作成（変更）時及び利用者が、サービスを利   

用する際に必要と判断した場合は、利用者の同意のうえ関連する医療機関、利

用者の主治医との連携を図ります。 

  ②事業者は、利用者がサービスを利用する際に、その財産管理や権利擁護につ   

いて問題が発生した場合には、利用者等の依頼に基づき、関連機関への連絡を   

行います。 

（２）料金について 

  ①当事業所が行う居宅介護支援に対しては、利用者の負担はございません。 

   ただし、介護保険適用の場合においても、保険料の滞納等により、法定代理受 

   領ができなくなる場合があります。その場合は一旦１ヶ月あたりについて下記 

の料金を頂き、サービス提供証明書を発行致します。 

② 利用者の費用負担が発生する場合 

・保険料の滞納などにより、給付制限が行われている場合。 

・通常の営業地域以外にて事業を対応する場合の訪問のための交通費（１ｋｍあたり５０円） 

・その他、適正に本事業を遂行するにあたって、やむを得ない理由で利用者負担 

が妥当と認められる場合。 

・サービス提供の実施記録等の印刷料（Ａ４用紙１枚＝20円） 

なお、利用者負担費用が発生した場合には、月末締めにて請求書を発行いたし 

ます。受領しました際には領収書を発行いたします。 

（３）要介護認定の申請代行にかかる費用については無料とします。 

 

利用料金及び居宅介護支援費 

居宅介護支援費

（Ⅰ） 

(ｉ)介護支援専門員１人あたりの取扱件

数が４５未満の場合、また４５以上である

場合において、４５未満の部分 

要介護 

１・２ 
１０８６単位 

要介護 

３・４・５ 
１４１１単位 

(ⅱ)介護支援専門員１人あたりの取扱件

数が４５以上の場合において、４５以上６

０未満の部分 

要介護 

１・２ 
５４４単位 

要介護 

３・４・５ 
７０４単位 

(ⅲ)介護支援専門員１人あたりの取扱件

数が４５以上である場合において、６０以

上の部分 

要介護 

１・２ 
３２６単位 

要介護 

３・４・５ 
４２２単位 

 

 

居宅介護支援費

（Ⅱ） 

 

 

(ｉ)介護支援専門員１人あたりの取扱件

数が５０未満の場合、また５０以上である

場合において、５０未満の部分 

要介護 

１・２ 
１０８６単位 

要介護 

３・４・５ 
１４１１単位 

(ⅱ)介護支援専門員１人あたりの取扱件

数が５０以上の場合において、５０以上６

０未満の部分 

要介護 

１・２ 
５２７単位 

要介護 

３・４・５ 
６８３単位 

(ⅲ)介護支援専門員１人あたりの取扱件

数が５０以上である場合において、６０以

上の部分 

要介護 

１・２ 
３１６単位 

要介護 

３・４・５ 
４１０単位 
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（サービス提供証明書を各市町村役場の窓口に提出しますと、後日に払い戻しとなる

場合があります。） 

 

加算について 

初 回 加 算 新規として取り扱われる計画を作成した場合 ３００単位 

入院時情報連携加算(Ⅰ) 
病院又は診療所への入院当日中に、当該病院又は診療

所の職員に対して必要な情報提供を行った場合 
２５０単位 

入院時情報連携加算(Ⅱ) 
病院又は診療所に入院してから３日以内に、当該病院

又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場

合 

２００単位 

イ）退院・退所加算（Ⅰ）イ 
病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に

係る必要な情報提供をカンファレンス以外の方法によ

り一回受けていること 
４５０単位 

ロ）退院・退所加算（Ⅰ）ロ 
病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に

係る必要な情報提供をカンファレンスにより一回受け

ていること 

６００単位 

ハ）退院・退所加算（Ⅱ）イ 
病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に

係る必要な情報提供をカンファレンス以外の方法によ

り二回受けていること 

６００単位 

ニ）退院・退所加算（Ⅱ）ロ 
病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に

係る必要な情報提供を二回受けており、うち一回はカ

ンファレンスによること 

７５０単位 

ホ）退院・退所加算（Ⅲ） 

病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に

係る必要な情報提供を三回以上受けており、うち一回

はカンファレンスによること 
９００単位 

通院時情報連携加算 

利用者が医師または歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師また

は歯科医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提

供を行い、医師または歯科医師等から利用者に関する必要な情報提

供を受けた上で、居宅サービス計画等に記録した場合 

５０単位 

ターミナル 

ケアマネジメント加算 

在宅で死亡した利用者に対して死亡日及び死亡日前１

４日以内に２日以上居宅を訪問し心身状況を記録し、

主治医及び居宅サービス計画に位置付けたサービス事

業者に提供した場合算定 

４００単位 

緊急時等 

居宅カンファレンス加算 

病院又は診療所の医師の求めにより当該病院又は診療

所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレン

スを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を

行った場合 

２００単位 

 

利用料金及び居宅介護支援費[減算] 

特定事業所集中減算 
正当な理由なく特定の事業所に８０％以上集中等 

（指定訪問介護・指定通所介護・指定地域密着型

通所介護・指定福祉用具貸与） 

１月につき２００単位減算 

運営基準減算 
適正な居宅介護支援が提供できていない場合 

運営基準減算が２月以上継続している場合 

基 本 単 位 数 の ５

０％に減算 

算定不可 

同一建物減算 

居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷

地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指

定居宅介護支援事業所と同一の建物に居住する

所定単位数の１０

０分の９５に相当

する単位数を算定 



14 

 

利用者又は居宅介護支援事業所における１月当

たりの利用者が同一の建物に２０人以上居住す

る建物（同一敷地内建物等を除く。）に居住する

利用者に対して居宅介護支援を行った場合 

高齢者虐待防止措

置未実施減算 

厚生労働大臣が定める高齢者虐待防止のための

基準を満たさない場合 
所定単位数の１０

０分の１に相当す

る単位数を減算 

業務継続計画未策

定減算 

業務継続計画を策定していない場合 所定単位数の１０

０分の１に相当す

る単位数を減算  

（令和７年４月以降） 

 

特定事業所加算 

算定要件 
加算(Ⅰ) 

(519 単位) 

加算(Ⅱ) 

(421 単位) 

加算(Ⅲ) 

(323 単位) 

加算(A) 

(114 単位) 

① 

常勤かつ専従の主任介護支援専門員を配置してい

ること。※利用者に対する指定居宅介護支援の提

供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事

業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にあ

る他の事業所の職務と兼務をしても差し支えな

い。 

○ 

２名以上 

○ 

１名以上 

○  

１名以上 

○  

１名以上 

② 

常勤かつ専従の介護支援専門員を配置しているこ

と。※利用者に対する指定居宅介護支援の提供に

支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所

の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある指

定介護予防支援事業所の職務と兼務をしても差し

支えない。 

○ 

３名以上 

○ 

３名以上 

〇   

２名以上 

〇  

常勤１名か

つ常勤換算

２名以上 

③ 
利用者に関する情報又はサービス提供に当たって

の留意事項に係る伝達事項等を目的とした会議を

定期的に開催すること 

○ ○ ○ ○ 

④ 
24 時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利

用者等の相談に対応する体制を確保していること 
○ ○ ○ 

○ 

（連携でも可） 

⑤ 
算定日が属する月の利用者総数のうち要介護３～

要介護５である者が４割以上であること 
○ × × × 

⑥ 
介護支援専門員に対し計画的に研修を実施してい

ること 
○ ○ ○ 

○ 

（連携でも可） 

⑦ 
地域包括支援センターから支援から支援困難な事

例を紹介された場合においても居宅介護支援を提

供していること 

○ ○ ○ ○ 

⑧ 

家族に対する介護等を日常的に行っている児童

や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外

の対象者への支援に関する知識等に関する事例検

討会、研修等に参加していること 

○ ○ ○ ○ 

⑨ 特定事業所集中減算の適用を受けていないこと ○ ○ ○ ○ 
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⑩ 
介護支援専門員１人あたりの利用者の平均件数が

４５名未満（居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している

場合は５０名未満）であること 

○ ○ ○ ○ 

⑪ 
介護支援専門員実務研修における科目等に協力ま

たは協力体制を確保していること 
○ ○ ○ 

○ 

（連携でも可） 

⑫ 
他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共

同で事例検討会、研修会等実施していること 
○ ○ ○ 

○ 

（連携でも可） 

⑬ 

必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援

のサービス（インフォーマルサービス含む）が包括

的に提供されるような居宅サービス計画を作成し

ていること 

○ ○ ○ ○ 

 

特定事業所医療介護連携加算 １２５単位    

算定要件 

① 
前々年度の３月から前年度の２月迄の間、退院退所加算の算定における病院及び介護

保険施設との連携の回数の合計が 35回以上であること 

② 

前々年度の３月から前年度の２月までの間においてターミナルケアマネジメント加算

を１５回以上算定していること 

※ 令和７年３月３１日までの間は、５回以上算定していること 

※ 令和７年４月１日から令和８年３月 31日までの間は、令和６年３月におけるター

ミナルケアマネジメント加算の算定回数に３を乗じた数に令和６年４月から令和７年

２月までの間におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数を加えた数が 15以

上であること 

③ 特定事業所加算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）のいずれかを算定していること 

 

 

改訂：令和７年１０月 
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個人情報使用同意書 

 
 

 私及びその家族の個人情報について、次に記載するところにより必要最小限の範囲

内で使用する事に同意します。 

 

 

 

記 

 

 

１．使用する目的 

  事業者が、介護保険法に関する法令に従い、私の居宅サービス計画に基づき、指

定居宅サービス等を円滑に実施するために行うサービス担当者会議等において必要

な場合。 

 

２．使用に当たっての条件 

（１）個人情報の提供は、１に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供

の際には関係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。 

（２）事業者は、個人情報を使用した会議､相手方、内容等について記録すること。 

（３）社会福祉法人稲穂会が定める個人情報保護法の方針及び規程等を遵守すること。 

 

３．個人情報の内容（例示） 

（１）氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況等事業者が居宅介護支援を行うために

最低限必要な利用者や家族個人に関する情報 

（２）認定調査票、主治医意見書、介護認定審査会における判定結果の意見（認定結   

果通知書） 

（３）その他の情報 

 ＊「個人情報」とは、利用者個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が識

別され、または識別され得るものをいいます。 

 

４．使用する期間 

  令和  年  月  日から、利用者の要介護認定等の有効期間満了日までとす

る｡ただし、利用者から有効期間満了の７日前までに異議申立てのない場合は、次の

有効期間満了日までとする。 
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以上、居宅介護支援の提供にあたり利用者に、前述のとおり重要事項説明書・契約

書及び個人情報使用について説明し、契約を締結します。 

契約締結を証するため、本書２通を作成し、利用者及び事業者が署名・押印のうえ、

各自１通を保有するものとします。 

  

 

 

 

 

契約締結日    年     月    日 

 

 

     事業所   名   称  社会福祉法人 稲穂会 

ふぁ～みんケアプランセンター 

           住   所  高砂市阿弥陀町阿弥陀１１４６ 

           施設管理者  大西 正典             印 

 

 

       重要事項説明者  介護支援専門員             印 

 

 

 

     契約者 

 

       住 所                         

 

       氏 名                       印 

 

 

     上記代理人(代理人を選定した場合)  

 

       住 所                         

 

       氏 名                       印 

                        (続柄       ) 

 

 

申請代行委任状 

 
利用者及びその家族は、介護保険に関する必要最低限の範囲内で要介護認定等の申請

代行を 

 

希望します  ・  希望しません 


